6/21長岡市議会一般質問

移動制約者と福祉移送サービスに関して(長岡市議　大平美恵子さん)

暫定版（6/21現在　丸山まとめ）
※　質問項目に対する回答はいずれも市保健福祉部長
　
１　移動制約者という対象概念、市が責任を持って対応すべき人々の明示
　　　　介護保険の要支援・要介護該当者、精神障害や知的障害を有し、自力での移動が困難、または家族等による移送の支援をうけられない人々。
２　長岡市内における移動制約者の対象人数
　　　　概算で高齢者8000人　　障害者１万人と推定
　　　　市としては厳密に把握しきれていない
３　タクシー券の利用状況
　　　　16年度　2800人　　増加率19％　

　　　　人工透析者の通院費助成　18人増　36％

４　通院・外出時の介助の実態
　　　　長岡市社協の取り組みとして（ハートカー、ボランティア銀行）約8800

人のボランティアが活動。

　　　　NPOによるサービス提供先は90人　のべ6000回の移送を実施。
以下は大平市議さんによる追加質問
１　今後のスケジュールについて

　　　大平さん
　　　長岡市が設置すれば周辺市町村への影響は大きい。他の市では構成メン

　　バーの利害が対立し、議論が進んでいない例もある。

　　　長岡市
　　　　　既にＮＰＯと協議を開始している。事前協議を重ねたうえで、早急に運営協議会を開催し10月に間に合わせたい。内容的には、必要性を協議し、
　　　　役割分担を明確にし、移動方法や実施に伴うさまざまな選択肢の決定になるであろう。

　

　　　　
２　市社協の移送サービスの存続について
大平さん
長岡市において特色あるサービスとして実施してきた、本事業の存続を
求める。
　　　　　現状のまま続けることが困難である場合、「無償で市社協が実施」「行政直営で実施」「事業撤退（廃止）」のいずれになるのか見解をうかがいたい。
　　　

長岡市　
　　　　　今後も引き続き支援を行っていきたい。
　　　　　市社協のボランティア銀行の取り組みは、需要も高く、喜ばれている。
　　　　利用対象者の範囲の明確化や安全な運行に関して、今後検討を重ねていき

たい。

